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表紙

第101回 定時株主総会
その他の電子提供措置事項

（交付書面省略事項）

本記載事項（（ご参考）を除く）は、監査役
及び会計監査人が監査報告を作成する際に行
った監査の対象に含まれています。
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主要な借入先、重要な子会社の状況その他の重要な企業結合の状況、当社グループの主要拠点等

主要な借入先

借入先名 当期末借入残高

株式会社三井住友銀行 156,943

株式会社みずほ銀行 120,114

株式会社日本政策投資銀行 99,000

明治安田生命保険相互会社 98,076

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 95,313

日本生命保険相互会社 66,000

三井住友信託銀行株式会社 64,564

農林中央金庫 50,000

株式会社八十二銀行 45,777

信金中央金庫 44,000

株式会社りそな銀行 44,000

事業報告
Ⅰ．当社グループの現況に関する事項

（単位：百万円）

（注）１. 借入残高は、当社及び丸紅フィナンシャルサービス株式会社の借入残高の合計額となっております。
２. 金額は、百万円未満を四捨五入しております。

重要な子会社の状況その他の重要な企業結合等の状況

区　　　分 第98期 第99期 第100期 第101期

連結子会社 315社 317社 326社 338社

持分法適用関連会社 148社 163社 164社 160社

企業結合の状況

（注）連結子会社及び持分法適用関連会社数には、当社が直接連結経理処理を実施している会社のみ含めてお
り、連結子会社が連結経理処理している関係会社はその数から除外しております。

当社グループの主要拠点等

当 社 本 社 東京都千代田区大手町一丁目４番２号

当社支社・支店・出張所 北海道支社、東北支社、中部支社、大阪支社、中国支社、九州支社等12ヵ所

当 社 支 店 シンガポール支店、クアラルンプール支店、バンコック支店、マニラ支店等54ヵ
所

現 地 法 人 丸紅米国会社、丸紅欧州会社、丸紅アセアン会社、丸紅中国会社等29の現地法人
及びこれらの支店等34ヵ所

［ 国内 ］

［ 海外 ］

（注）1. 当社グループの主要な会社の状況は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載の「第101回定時株主総会招集ご通知」51頁の「重
要な子会社の状況その他の重要な企業結合等の状況」に記載の通りです。

　　　2. 2025年4月1日付の組織変更により、海外の当社支店は52カ所になっております。
　　　3. 2025年4月1日付の組織変更により、海外現地法人傘下の支店等は32カ所になっております。
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当社グループの従業員の状況、その他の当社グループの現況に関する重要な事項

当社グループの従業員の状況

オペレーティング・セグメントの名称 当社グループの従業員数（人） 当社の従業員数（人）

生活産業グループ

ライフスタイル 7,503 [58] 149

フォレストプロダクツ 2,873 [506] 167

情報ソリューション 8,325 [2,907] 180

食料・アグリグループ

食料第一 2,804 [441] 210

食料第二 4,484 [292] 146

アグリ事業 7,482 [763] 49

素材産業グループ
化学品 1,547 [124] 254

金属 511 [29] 256

エナジー・インフラソリュ
ーショングループ

エネルギー 950 [1,212] 228

電力 2,024 [245] 299

インフラプロジェクト 655 [22] 184

社会産業・金融グループ

航空・船舶 444 [22] 128

金融・リース・不動産 1,101 [131] 258

建機・産機・モビリティ 7,672 [144] 188

CDIO

次世代事業開発 415 [103] 89

次世代コーポレートディ
ベロップメント

446 [80] 15

その他 その他（本部・管理等） 2,598 [231] 1,504

合　計 51,834 [7,310] 4,304

（注）１. 一部の連結子会社については当連結会計年度末と異なる時点での人員数となっております。
２. 出向者については、出向先の属するセグメントの従業員数に含めております。
３. 臨時従業員数は、［　］内に年間の平均人員を外数で記載しております。
４. 当社の従業員数に海外事業所の現地社員326人及び他社からの出向者108人を含め、他社への出向者

1,055人を除いた人員数は3,683人であります。
5 . 「エネルギー」「電力」「インフラプロジェクト」には、独立したオペレーティング・セグメントで

はない 「新エネルギー開発推進部」に属する人員数も含めております。
      なお、「新エネルギー開発推進部」の損益等については、オペレーティング・セグメント情報では 

「エネルギー」「電力」「インフラプロジェクト」にそれぞれ含めております。

その他の当社グループの現況に関する重要な事項

重要な訴訟について
　当社は、2011年３月17日付でインドネシア最高裁判所（以下、最高裁）において当社が勝訴した
訴訟（以下、旧訴訟）と同一の請求内容である、損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌ
ンスギ訴訟（併せて以下、現訴訟）について、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告し
ておりましたが、南ジャカルタ訴訟については2017年５月17日に、グヌンスギ訴訟については
2017年９月14日に、それぞれ最高裁判決を受領しました。
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当社グループの従業員の状況、その他の当社グループの現況に関する重要な事項

　南ジャカルタ訴訟：被告６名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告４名が連帯して原告５社（イ
ンドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa（以
下、ILP）、PT. Sweet Indolampung（以下、SIL）、PT. Gula Putih Mataram（以下、GPM）、
PT. Indolampung Distillery（以下、ILD）及びPT. Garuda Pancaarta（以下、Garuda））に対し
て合計２億５千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。

　グヌンスギ訴訟：被告７名のうち当社を含む被告５名が連帯して原告４社（インドネシアの企業グ
ループであるSugar Groupに属する企業であるILP、SIL、GPM及びILD）に対して合計２億５千万米
ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。

　そもそも旧訴訟及び現訴訟は、当社がILP及びSILに債権を保有し、返済を督促したことに対して、
債務者であるILP及びSILを含むSugar Group（ILP/SIL/GPM/ILDは1990年代後半のアジア通貨危機
後にインドネシア政府管理下で実施された公開入札の結果、Garuda傘下となった）が債務の返済を
免れることを狙い、債権者である当社を被告に含めて提起してきたもので、上述の通り当社は旧訴訟
において勝訴しております。

　然るに、現訴訟は、当社が勝訴した旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupが再び当社
らを提訴したものであり、上記の判決内容は、Sugar Groupの主張を棄却した旧訴訟での最高裁自
身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、当社は、インドネシア最高裁判所法に基
づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、またグヌンスギ訴訟については2018年２
月６日に、それぞれ最高裁に対して司法審査（再審理）を申し立てました。このうち、南ジャカルタ
訴訟について、当社は最高裁再審理決定の決定書を、2020年12月30日に受領しております。当該
決定書には、2020年８月24日付で当社の司法審査（再審理）請求を認容し、当社が2017年５月17
日に受領した当社敗訴の南ジャカルタ訴訟最高裁判決を取り消したうえで、原告であるSugar 
Groupに属する企業の請求を全て棄却する旨が記載されております。

　他方、グヌンスギ訴訟については、当社は2020年２月３日にグヌンスギ地方裁判所（以下、グヌ
ンスギ地裁）より司法審査（再審理）申立不受理の決定書を受領しました。上述の通り、当社は
2017年９月14日に最高裁判決を受領し、同受領日から180日以内という司法審査（再審理）申立期
限内である2018年２月６日に司法審査（再審理）を申し立てましたが、最高裁再審理決定では、当
社の最高裁判決受領日は2016年12月８日と認定され、2018年２月６日の司法審査（再審理）申立
は申立期限経過後になされたため不受理とされております。

　しかしながら、当社の最高裁判決受領日が2017年９月14日であることは当社が受領した判決通知
書から明らかである一方、最高裁が当社の最高裁判決受領日を2016年12月８日と認定するために採
用した証拠は最高裁再審理決定では明示されておらず、当該決定は明らかな事実誤認に基づく不当な
ものであると考えられます。当社は、最高裁再審理決定の内容を分析し、インドネシア最高裁判所法
に基づく司法審査（再審理）制度の下で最高裁再審理決定に対する当社の取りうる法的な手段等を検
討した結果、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間に矛盾があることを理由に、2020年５月18
日、最高裁に対して２回目の司法審査（再審理）を申し立てました。ところが、申立書類の提出先で
あるグヌンスギ地裁は2020年５月20日付で、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間の矛盾の不存
在を理由に当社の申立を受理せず申立書類を最高裁に回付しないことを決定しました。インドネシア
最高裁判所法等関連法令上、かかる判断は司法審査（再審理）の実施機関である最高裁の職責に属す
る事項であるとされており、グヌンスギ地裁の決定が不当であることは明らかであること、また、上
述の通り当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟司法審査（再審理）の結果を踏まえて、当社は最高裁に対
して、改めてグヌンスギ訴訟に関する２回目の司法審査（再審理）を2021年５月31日付で申し立
て、グヌンスギ地裁に受理されました。しかしながら、2022年７月28日付で当社の２回目の司法審

4



2025/05/19 16:00:31 / 24181105_丸紅株式会社_招集通知

当社グループの従業員の状況、その他の当社グループの現況に関する重要な事項

査（再審理）申立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、当社は2024年１月30日に受領
しました。当社は１回目のグヌンスギ訴訟の司法審査（再審理）の不受理決定と、当社が勝訴した南
ジャカルタ訴訟の司法審査（再審理）の決定との間に矛盾があることを理由に、２回目の司法審査
（再審理）を申し立てておりましたが、前者については不受理という手続的判断であり、実体審理の
うえで判断がなされた後者とは矛盾があるとは評価できないと判断され、司法審査（再審理）の要件
を満たさないため不受理とされております。
　１回目のグヌンスギ訴訟の司法審査（再審理）の不受理決定により維持されるグヌンスギ訴訟の最
高裁判決と、当社の主張が認容され勝訴した南ジャカルタ訴訟での司法審査（再審理）の決定の間に
は、当社の債権・担保の有効性に関する判断において矛盾があるにもかかわらず、当社の申立が認め
られず、実体審理が正当になされないまま不受理とされた当該決定は不当なものであると考えられま
す。
　以上の状況を踏まえて、今回の不受理決定の内容の不当性を踏まえた対応策を講ずる方針であり、
グヌンスギ訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場に変更はな
く、当連結会計年度末現在において、グヌンスギ訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりませ
ん。

　また、当社の勝訴が確定した旧訴訟の最高裁判決の通り、Sugar Groupに対する当社の債権及び
それに関わる担保は有効であることが確認されておりますところ、Sugar Groupはその有効性を否
定したため、当社は、2017年４月26日、インドネシア・中央ジャカルタ地方裁判所において、
Sugar Groupを被告として、Sugar Groupの不法行為による当社の信用毀損等の損害約16億米ドル
の支払を求める損害賠償請求訴訟（本訴）を提起しました。これに対して、Sugar Groupは、当該
訴訟の手続の中で、当社による当該訴訟の提起が不法行為であると主張し、当社に対して、合計77
億５千万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟（反訴）を2019年４月30日に提起しました。第一
審及び第二審にて本訴請求及び反訴請求いずれも棄却されたことを受け、当社は、2021年11月19
日付で本訴につき最高裁に上告していたところ、本訴及び反訴について当社の本訴請求につき一部認
容するとともに、Sugar Groupの反訴請求を全て棄却する内容の最高裁判決を2022年11月8日付で
受領しました。Sugar Groupは当該最高裁判決を不服とし、当該最高裁判決の取消及び当社に対し
て合計77億５千万米ドルの支払を求める司法審査（再審理）の申立を2023年３月24日に行い、当
社は当該再審理申立書面を2023年12月11日付で受領しました。
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会社の株式に関する事項

発行可能株式総数

発行済株式の総数

第98期 第99期 第100期 第101期

1,738,475,497株 1,698,395,498株 1,676,297,507株 1,660,758,361株

株主数

第98期 第99期 第100期 第101期

233,280名 281,686名 309,000名 361,274名

大株主の状況

株主名
当社への出資状況

持株数 持株比率
千株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 274,526 16.55
ビーエヌワイエム　アズ　エージーテイ　クライアンツ　10　
パーセント 168,255 10.14

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 108,775 6.56

明治安田生命保険相互会社 37,636 2.27

JPモルガン証券株式会社 35,322 2.13

株式会社みずほ銀行 30,000 1.81
ステート　ストリート　バンク　ウェスト　クライアント　ト
リーティー　５０５２３４ 29,777 1.80

ジェーピー　モルガン　チェース　バンク　３８５６３２ 29,374 1.77

日本生命保険相互会社 23,400 1.41

損害保険ジャパン株式会社 22,500 1.36

Ⅱ．会社の株式に関する事項

4,300,000,000株

（注）発行済株式の総数の減少(15,539,146株)は、2024年10月25日付で自己株式を15,621,100
株消却したことによる減少並びに2024年8月29日付で取締役(社外取締役を除く)と執行役員に対す
る時価総額条件型譲渡制限付株式報酬として普通株式を81,954株発行したことによる増加を合算し
たものです。

（注）１. 持株数は、千株未満を切り捨てております。
２. 持株比率は、小数点第３位以下を四捨五入しております。
３. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
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会社の株式に関する事項

株主分布状況

その他
6.17%

金融機関
36.69%

個人 18.69%

外国人・
外国法人
35.53%
その他国内法人
2.93%

所有者別
分布状況

1百株未満
0.05%
（66,048名）

50万株以上
77.33%
（195名）

1百～1千株未満
2.88%（217,829名）

1千～1万株未満
8.91%（71,427名）

1万～10万株未満
6.48%（5,433名）

10万～50万株未満
4.34%（342名）

所有株数別
分布状況

当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況

株式の種類及び数 交付した人数

取締役（社外取締役を除く） 当社普通株式124,640株 7名

その他株式に関する重要な事項

取締役会決議日 2024年5月2日
取得期間 2024年5月7日～2024年7月19日
取得した自己株式数 16,621,100株
取得価格の総額 49,999,889,800円

2025年2月5日決議
(変更前)

2025年5月2日決議
(変更後)

取得する株式の総数 3,000万株を上限とする 7,000万株を上限とする
（4,000万株を追加）

株式の取得価額の総額300億円を上限とする 700億円を上限とする
（400億円を追加）

取得期間 2025年2月6日～2025年6月30日 2025年2月6日～2026年1月30日

（注）上記の数値は四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

（注）1. 当事業年度中に社外取締役及び監査役に対して職務執行の対価として交付した株式はありません。
　　　2. 上記は、退任した会社役員に対して交付された株式も含めて記載しております。

当社は、資本効率の改善及び1株当たりの指標改善等を目的として、2024年5月2日開催の取締役会
において、以下の通り自己株式取得を決議のうえ、実施いたしました。取得した株式のうち、
15,621,100株は同取締役会決議に基づき、2024年10月25日に消却いたしました。

また、当社は以下の通り、2025年2月5日及び2025年5月2日(※)開催の取締役会において追加の自
己株式取得を決議しております。(※)2025年2月5日決議の取得枠拡大及び取得期間の延長
上記の決議に基づき2025年4月30日時点で5,994,900株／13,446,413,700円の自己株式を取得し
ております。
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他業務の適正を確保するための体制

①取締役及び使用人の職務の執行
が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制

②取締役の職務の執行に係る情報
の保存及び管理に関する体制

③損失の危険の管理に関する規程
その他の体制

④取締役の職務の執行が効率的に
行われることを確保するための
体制

(1) コーポレート・ガバナンス
①取締役及び取締役会
●取締役会による取締役の監督
●取締役会議長に原則として、

代表権・業務執行権限を有さ
ない会長が就任

●取締役会による取締役の担当
の決定

●業務執行取締役による取締役
会への業務執行状況報告

●取締役の任期一年
●社外取締役の選任
●執行役員制による業務執行の

効率化及び統括役員による会
社の全般的経営への参画と管
掌する営業部門への指導・支
援

②監査役及び監査役会
●監査役及び監査役会による取

締役の職務執行の監査

(2) コンプライアンス
①コンプライアンス体制
●丸紅行動憲章、コンプライア

ンス・マニュアル他グループ
共通の行動規範の策定

●コンプライアンス委員会他各
種委員会による諸施策

②内部通報制度
●「相談“ホッ”とライン」、

「Marubeni Anti-Corruption 
Hotline」の設置

③反社会的勢力との関係遮断
●反社会的な活動・勢力との一

切の関係遮断

(3) 内部監査
●社長直轄の監査部による内部

監査
●監査部監査の取締役会及び監

査役会への報告

(4) 懲戒処分
●ガバナンス・報酬委員会及び

賞罰審査委員会に諮った上で
の厳正な処分

(1) 情報の保存及び管理並びに情
報流出防止

●情報資産管理規程を整備し、
保存対象情報資産、保存期
間、情報管理責任者を設定

(2) 情報の閲覧
●役員及び監査役は保存情報資

産をいつでも閲覧可能

(1) 職務権限の原則
●役員・社員の職務権限を明確

に規定

(2) 稟議制度
●職務権限規程及び稟議規程に

基づき個別案件を投融資委員
会にて審議、経営会議に付
議、社長決裁（当該規程で定
める特例に該当する場合は、
その定めによる）。更に案件
重要度等に応じ取締役会で承
認。重要案件をモニタリング
し、経営会議へ定期報告

(3) リスク評価
●リスク毎の管理方針や諸規程

の下でリスク管理を実施する
他、統合リスク管理を実施

●定性リスクについては、コン
プライアンス体制の強化等に
より管理

(4) 危機管理
●自然災害、テロ・暴動、感染

症の蔓延、東京本社の機能不
全等重大事態発生に対処する
ため、初動対応計画・事業継
続計画を策定し、損害・損失
等を最小限にとどめるための
具体策を迅速に決定・実行

(1) 経営方針、経営戦略及び経営
計画

●丸紅グループの全役員・社員
が共有する目標を設定

(2) 経営会議
●経営会議を設置し、経営に関

する最高方針及び全社的重要
事項を審議

(3) 営業部門及び
コーポレートスタッフグルー
プ

●統括役員及び部門長に権限を
委譲

●コーポレートスタッフグルー
プが各専門分野にて営業部門
を管理・牽制・支援

(4) 職務権限・責任の明確化
●取締役会及び諸規程にて役員

の担当及び各役員・社員の役
割分担、権限、責任及び意思
決定のルールを設定

Ⅲ．会社の体制及び方針

　丸紅株式会社（以下、丸紅という）は、社是及び経営理念※に適った企業活動を通じ、企業価値の
増大を図るとともに、安定的かつ持続的なグループ企業基盤を構築するため、会社法及び会社法施行
規則に基づき、以下のとおり、丸紅の業務並びに丸紅及び丸紅グループ各社（丸紅の連結子会社及び
丸紅が実質的に子会社と同等とみなす会社をいう。以下同じ）から成る企業集団（以下、丸紅グルー
プという）の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針（以下、内部統制の基本方針とい
う）を整備する。丸紅は、社会の変化に対応し、内部統制の基本方針を常に見直すことにより、より
適正かつ効率的な体制を実現するものとする。
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⑤企業集団における業務の適正を
確保するための体制

⑥監査役の職務を補助すべき使用
人に関する事項並びにその使用
人の取締役からの独立性に関す
る事項

⑦取締役及び使用人が監査役に報
告するための体制その他監査役
への報告に関する体制

⑧その他監査役の監査が実効的に
行われることを確保するための
体制

(1) 丸紅グループ運営体制
●グループ各社の経営実態の把

握、指導及び監督を行う責任
者の決定

●グループ会社の経営体制に係
る指針の決定

●グループ各社の取締役等の職
務執行に係る事項の丸紅への
適切な報告

●グループ各社の損失の危険の
適切な管理

●グループ各社の取締役等の職
務の執行が効率的に行われる
ことを確保

●グループ各社の法令等遵守を
確保

(2) コンプライアンス
●コンプライアンス委員会によ

るグループ会社コンプライア
ンス活動の支援・指導

●全グループ役員（監査役を含
む）・社員並びに報告・相談
の時点から前1年以内に丸紅
グループの役員（監査役を含
む）・社員であった者への
「相談“ホッ”とライン」、
「Marubeni Anti-Corruption 
Hotline」開放

(3) 財務報告及び資産保全の適正
性確保のための体制整備

●内部統制委員会の活動等を通
じ、連結財務諸表等の財務報
告について、信頼性を確保す
るためのシステム及び継続的
にモニタリングするために必
要な体制の整備

●グループ各社が有する資産の
取得・保管・処分が適正にな
される体制の整備

●開示委員会を設置し、適時適
正な情報開示体制の整備

(4) 監査
●監査部による丸紅グループ各

社監査
●監査役及び会計監査人による

丸紅グループ各社の往査・会
計監査の実施

(1) 監査役室の設置
●監査役室及び監査役の職務を

補助する専任者の設置

(2) 監査役室員の人事
●監査役室員の人事（異動、評

価、懲戒等）について、監査
役の事前同意を取得

(1) 監査役による重要会議への出
席

●監査役による取締役会・経営
会議その他重要会議への出席

(2) 役員・社員による監査役への
報告

●社長と監査役のミーティング
を定期的に開催

● 取 締 役 、CHRO 、CSO 、
CFO、CAO、CDIO、統括
役員、部門長及びコーポレー
トスタッフグループ部長によ
る監査役に対する業務執行状
況報告

●丸紅に著しい損害を及ぼすお
それのある事実を発見したと
きの役員による監査役への報
告

●グループ各社の取締役・監査
役及び使用人等又はこれらの
者から報告を受けた者が直接
又は間接的に丸紅の監査役に
重要な報告を行うための体制
の整備

●監査役の報告要請に対する協
力

●監査役に報告を行った者が当
該報告をしたことを理由とし
て丸紅又は丸紅グループ各社
において不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体
制の整備

(1) 監査部、会計監査人及び丸紅
グループ監査役との連携

●監査役による監査部及び会計
監査人の監査計画の事前受領
並びに定例会議による監査方
針及び監査結果報告に係る意
見交換

●監査役による丸紅グループ各
社監査役との連携

(2) 外部専門家の起用
●監査役による弁護士等外部ア

ドバイザーの任用

(3) 監査費用
●監査役からの求めに応じ、外

部専門家の費用その他監査役
の職務の執行について生ずる
費用を負担するための予算を
設定

※社　　是：「正」（公正にして明朗なること）
「新」（進取積極的にして創意工夫を図ること）
「和」（互いに人格を尊重し親和協力すること）

経営理念：「丸紅は、社是「正・新・和」の精神に則り、公正明朗な企業活動を通じ、経済・社会
の発展、地球環境の保全に貢献する、誇りある企業グループを目指します。」

2006年５月12日　制定
2025年４月 １日　最終改正
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内部統制の運用状況の概要

１. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　法令・定款に則り、取締役は業務を執行し、取締役会、監査役会及び監査役は重要事項の決定
や取締役の業務執行の監督・監査を行っています。社外取締役の選任、執行役員制度の採用等に
より、実効的かつ効率的なコーポレート・ガバナンス体制の整備を継続しております。
　また、改正公益通報者保護法の施行を受け、丸紅及び丸紅グループ会社における内部通報体制
を改めて整備し、同法を所管する消費者庁が公表する「指針」の内容も踏まえ、内部通報窓口の
適正な運用に努めております。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　情報資産の作成及び保管、保存、廃棄等、情報資産の取り扱い・管理について、業務効率化を
図るとともに、情報セキュリティレベル向上を目的として、情報資産管理規程の周知徹底を図っ
ています。また、情報資産流出防止の運用ルールに基づき、決算情報等を含む機密情報について
は高セキュリティファイル共有システムにてアクセス可能な者を限定するなど、厳格な管理を継
続しております。

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　役員及び役職者は、取締役会の決議による業務担当に基づき、職務権限規程及び業務分掌規程
の定めに従い、各職務及び業務のリスク管理を行いました。
　重要な投資等の個別案件を審議する投融資委員会を18回開催し、稟議案件の実施状況の取締
役会への報告に加え、申請内容・決裁条件との乖離案件の早期把握と問題事項処理への迅速な対
応を促進するため、重要案件のモニタリングを実施しました。
　PATRAC、IRRガイドライン等の定量基準に加え、関係CS各部の専門的見地からの分析等を通
じ、新規投融資案件の精査を引き続き行いました。
　丸紅グループBCP（国内）では、当社の事業継続に欠かすことのできない重要リソースとして
「人員・建物（オフィス）・システム・決済機能・グループ会社経営に関わる重要リソース」を
定め、当該重要リソースが被災した場合には社員と家族の安全を最優先に速やかな危機対応を実
施する体制を構築しました。システム面では、クラウドの利用により首都圏の大規模災害時であ
っても業務継続が可能な環境を構築し、特にサイバー攻撃への対応として、セキュアなIT環境・
サービスを構築することに加え、万一の場合でも事業活動への影響を最小限に抑えるため、セキ
ュリティインシデント発生時における報告・対応の手引きを整備しております。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　2022年２月に発表した中期経営戦略GC2024に基づき企業価値の向上に向け成長戦略・グリ
ーン戦略・人財戦略などに関する各施策を実行しています。また、2030年度に向けた長期経営
戦略の第三段階として、2025年2月に次期中期経営戦略を発表しました。
　当期は経営会議を37回開催し、重要事項を審議したほか、営業本部毎の本部戦略会議、コー
ポレートスタッフグループ経営会議及び海外戦略会議を開催し、各組織及び各地域に関わる重要
な戦略・運営方針に関して審議しました。
　取締役会において役員の担当を決定するとともに、職務権限規程、その他の諸規程に定められ
た各役員・社員の役割分担、権限、責任及び意思決定のルールに従い、効果的な意思決定及び業
務執行をしています。
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５. 企業集団における業務の適正を確保するための体制
　丸紅は、「事業会社規程」に基づき、丸紅グループ各社の経営実態の把握及びグループ各社に
対する指導・監督に努めています。
　丸紅グループ会社を対象とした「丸紅グループガバナンスポリシー」（2017年４月施行）を
制定し、新規グループ会社に対し同ポリシーを踏まえたガバナンス体制の構築をサポートするこ
とで、丸紅グループの持続的成長及び企業価値向上・最大化を図っています。
　国内事業会社社長からコンプライアンス・マニュアル及び反贈収賄ハンドブック遵守の宣誓書
を取得し、宣誓にあたってはコンプライアンス・マニュアルの研修動画の視聴を義務づけるとと
もに、海外現地法人及び海外事業会社社長からも反贈収賄ハンドブックの遵守に係る宣誓書を取
得しました。
　グループ会社が遵守すべきITガバナンスルールや丸紅グループ・アカウンティングポリシー等
の周知徹底、グループ会社への往査や情報セキュリティアセスメント等を通じ、丸紅グループ全
体での業務の適正確保を図っています。

６. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する
事項
　専任の監査役室員が監査役の業務を補助し、同室員の人事決定を行う場合は、人事担当役員
は、事前に監査役の意見を徴し、同意を得ています。

７. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
　社長と監査役のミーティングを定期的に開催し、業務執行状況の報告及び意見交換を行いまし
た。
　また、副社長、CHRO、CSO、CFO、CAO、CDIO、グループCEO、海外統括・総代表、国
内支社長、本部長、新エネルギー開発推進部長及びコーポレートスタッフグループ部長は監査役
に対して業務執行状況の報告を行いました。さらに、経理部より監査役に対して四半期毎に決算
内容の説明を実施しました。

８. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は、会計監査人及び監査部とのミーティングを毎月開催し、監査計画、子会社も含めた
監査実施状況・監査結果、財務報告に係る内部統制状況等について、情報・意見交換を実施しま
した。
　また、丸紅グループ各社の監査役との連携を図り、定期的に連絡会を開催し、各社の内部統制
の構築及び運用の状況について情報・意見交換を実施しました。
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会社の新株予約権等に関する事項

当事業年度末日において当社役員等が保有する新株予約権の状況

発行年度
(発行決議日)

新株予約権
の数

目的となる株式の
種類及び数

新株予約権の
払込金額

権利行使に際して
出資される財産の価額 権利行使期間

2016年度
（2016年６月24日） 111個 普通株式

11,100株
１個当たり
41,900円

１株当たり
1円

2016年７月12日から
2049年７月11日まで

2017年度
（2017年６月23日） 312個 普通株式

31,200株
１個当たり
67,400円

１株当たり
1円

2017年７月11日から
2050年７月10日まで

2018年度
（2018年６月22日） 322個 普通株式

32,200株
１個当たり
75,100円

１株当たり
1円

2018年７月10日から
2051年７月 9 日まで

2019年度
（2019年６月21日） 1,267個 普通株式

126,700株
１個当たり
64,000円

１株当たり
1円

2019年７月10日から
2052年７月 9 日まで

2020年度
（2020年６月19日） 1,314個 普通株式

131,400株
１個当たり
44,400円

１株当たり
1円

2020年７月10日から
2053年７月 9 日まで

2022年度
（2022年３月30日） 448個 普通株式

44,800株
１個当たり
124,500円

１株当たり
1円

2022年４月28日から
2055年４月27日まで

発行年度
(発行決議日)

新株予約権
の数

目的となる株式の
種類及び数

新株予約権の
払込金額

権利行使に際して
出資される財産の価額 権利行使期間

2019年度
（2019年６月21日） 335個 普通株式

33,500株
１個当たり
13,600円

１株当たり
1円

2022年７月10日から
2052年７月 9 日まで

2020年度
（2020年６月19日） 938個 普通株式

93,800株
１個当たり
9,600円

１株当たり
1円

2023年７月10日から
2053年７月 9 日まで

2022年度
（2022年３月30日） 242個 普通株式

24,200株
１個当たり
31,900円

１株当たり
1円

2025年４月28日から
2055年４月27日まで

Ⅳ．会社の新株予約権等に関する事項

①株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権

（注）その他の新株予約権の行使の条件
1. 新株予約権者は、上記権利行使期間の開始日又は当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し

た日の翌日のうちいずれか早い日以降、割当てを受けた新株予約権を行使することができる。
2. 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間経過し

た場合、新株予約権を行使することができなくなるものとし、当該時点において未行使の新株予約権を
放棄したものとみなす。

②時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権

（注）その他の新株予約権の行使の条件
1. 新株予約権者による新株予約権の行使は、時価総額条件（下記参照）に従うものとする。
2. 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間経過し

た場合、新株予約権を行使することができなくなるものとし、当該時点において未行使の新株予約権を
放棄したものとみなす。

＜時価総額条件の詳細＞
①当社時価総額条件成長率（＊１）が、TOPIX（東証株価指数）成長率（＊２）未満となった場合、新

株予約権者は、割当てを受けた新株予約権を全て行使することができない。
②当社時価総額条件成長率が、TOPIX成長率以上となった場合、新株予約権者による新株予約権の行使

は、以下の定めに従うものとする。
（ⅰ）当社時価総額条件成長率が150％を超えた場合、割当てを受けた新株予約権を全て行使するこ

とができる。
（ⅱ）当社時価総額条件成長率が100％を超え、150％以下の場合、割当てを受けた新株予約権の一

部（＊３）を行使することができる。
（ⅲ）当社時価総額条件成長率が100％以下の場合、割当てを受けた新株予約権を全て行使すること

ができない。
（＊１）新株予約権の割当日から権利行使期間開始日までの３年間の当社時価総額条件成長率で、以下

12
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会社の新株予約権等に関する事項

発行年度
(発行決議日) 取締役（社外取締役除く） 監査役（社外監査役除く） 執行役員

2016年度
（2016年６月24日） 0個 0名 0個 0名 111個 1名

2017年度
（2017年６月23日） 176個 1名 0個 0名 136個 1名

2018年度
（2018年６月22日） 193個 1名 0個 0名 129個 1名

2019年度
（2019年６月21日） 847個 2名 0個 0名 420個 2名

2020年度
（2020年６月19日） 770個 3名 0個 0名 544個 4名

2022年度
（2022年３月30日） 0個 0名 0個 0名 448個 1名

発行年度
(発行決議日) 取締役（社外取締役除く） 監査役（社外監査役除く） 執行役員

2019年度
（2019年６月21日） 335個 2名 0個 0名 0個 0名

2020年度
（2020年６月19日） 754個 3名 0個 0名 184個 2名

2022年度
（2022年３月30日） 0個 0名 0個 0名 242個 1名

の式で算出する数値とする。
A： 権利行使期間開始日の前日（同日を含む）の直前３ヶ月の各日の東京証券取引所における当社

普通株式の終値と自己株式控除後の発行済株式数を乗じて算出した時価総額の平均値
B： 新株予約権の割当日の前日（同日を含む）の直前３ヶ月の各日の東京証券取引所における当社

普通株式の終値と自己株式控除後の発行済株式数を乗じて算出した時価総額の平均値
当社時価総額条件成長率＝A÷B

（＊２）割当日から権利行使期間開始日までの３年間のTOPIX成長率で、以下の式で算出する数値とす
る。

C： 権利行使期間開始日の前日（同日を含む）の直前３ヶ月の各日の東京証券取引所における
TOPIXの終値平均値

D： 新株予約権の割当日の前日（同日を含む）の直前３ヶ月の各日の東京証券取引所における
TOPIXの終値平均値

TOPIX成長率＝C÷D
（＊３）行使できる新株予約権の個数＝割当てを受けた新株予約権の個数×当社時価総額条件成長率÷150％

＜区分別の内訳＞
①株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権

②時価総額条件付株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権

（注）１. 執行役員のうち、取締役を兼務している者の保有状況は、取締役の欄に記載しています。
２. 2024年度末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数（退任者の保有分を含む）は、株

式報酬型ストックオプションとしての新株予約権については普通株式634,900株で、時価総額条件付
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権については普通株式268,100株です。

13
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会計監査人の状況

会計監査人の名称

会計監査人の報酬等の額

非監査業務の内容

会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

Ⅴ．会計監査人の状況

EY新日本有限責任監査法人

①当社が支払うべき公認会計士法第2条第1項の業務についての報酬等の額 667百万円
②当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 1,217百万円
（注）1. 当社は、会計監査人との契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬の額を区分しておりません。
2. 当 社 の 重 要 な 子 会 社 の う ち 、AGS MCUK Holdings Limited、Columbia Grain 

International, LLC、Creekstone Holding Corp、Euroma Holding B.V.、Helena Agri-
Enterprises, LLC、MacroSource, LLC、Marubeni Auto Investment (UK) Limited、
MARUBENI DAGITIM VE SERVIS A.S.、Marubeni Growth Capital Asia Pte. Ltd.、
Marubeni Iron Ore Australia Pty. Ltd.、Marubeni LP Holding B.V.、Marubeni Oil & 
Gas (USA) LLC、Marubeni Resources Development Pty Ltd、MMSL Pte. Ltd.、
Olympus Holding B.V.、PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development、PT. 
Tanjungenim Lestari Pulp and Paper、SmartestEnergy Limitedは、当社の会計監査
人以外の監査法人の監査を受けております。

3. 監査役会は、過年度の監査計画・遂行状況及び監査時間等の推移を確認し、当事業年度の
報酬見積りの相当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しました。

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に非監査業務として、「コン
フォートレター作成業務」等を委託しております。

　当社は、会計監査人に会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合、監
査役会が監査役全員の同意により会計監査人を解任するほか、原則として、会計監査人が適正な監査
を遂行することが困難であると認められる場合、監査役会において、監査役の過半数をもって行われ
る決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に付議します。
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連結持分変動計算書

第101期（2024年4月1日から2025年3月31日まで） （単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金
-普通株式 資本剰余金 その他資本性

金融商品 自己株式 利益剰余金

その他の資本の構成要素
その他の包括
利益にて公正
価値測定され
る金融資産の
評価差額

在外営業活動
体の換算差額

期首残高 263,599 98,340 - △4,189 2,086,701 121,239 833,429

当期利益 502,965

その他の包括利益 4,717 △154,220

株式報酬取引 112 △27 996

自己株式の取得及び売却 △1,525 △48,493

自己株式の消却 △45,879 45,879

支払配当 △147,475
非支配持分との資本取引
及びその他 △3,053

その他資本性金融商品の
所有者に対する分配
その他資本性金融商品の
償還
利益剰余金への振替 40,179 △35,532

利益剰余金からの振替 47,098 △47,098

非金融資産等への振替

期末残高 263,711 94,954 - △5,807 2,435,272 90,424 679,209

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計その他の資本の構成要素 親会社の所有者
に帰属する
持分合計

キャッシュ・
フロー・ヘッジの

評価差額
確定給付制度
に係る再測定

その他の資本の
構成要素合計

期首残高 60,563 - 1,015,231 3,459,682 103,164 3,562,846

当期利益 502,965 12,039 515,004

その他の包括利益 18,414 4,647 △126,442 △126,442 △5,880 △132,322

株式報酬取引 1,081 1,081

自己株式の取得及び売却 △50,018 △50,018

自己株式の消却 - -

支払配当 △147,475 △8,202 △155,677
非支配持分との資本取引
及びその他 △3,053 38,276 35,223

その他資本性金融商品の
所有者に対する分配 - -

その他資本性金融商品の
償還 - -

利益剰余金への振替 △4,647 △40,179 - -

利益剰余金からの振替 - -

非金融資産等への振替 △7,504 △7,504 △7,504 △7,504

期末残高 71,473 - 841,106 3,629,236 139,397 3,768,633

連結計算書類
連結持分変動計算書
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連結持分変動計算書

（ご参考）第100期（2023年4月1日から2024年3月31日まで） （単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金
-普通株式 資本剰余金 その他資本性

金融商品 自己株式 利益剰余金

その他の資本の構成要素

その他の包括
利益にて公正
価値測定され
る金融資産の
評価差額

在外営業活動
体の換算差額

期首残高 263,324 107,261 145,657 △3,357 1,778,193 79,671 456,527

当期利益 471,412

その他の包括利益 47,357 376,902

株式報酬取引 275 790

自己株式の取得及び売却 △847 △49,135

自己株式の消却 △48,303 48,303

支払配当 △138,537
非支配持分との資本取引
及びその他 △5,181

その他資本性金融商品の
所有者に対する分配 △1,262

その他資本性金融商品の
償還 △4,343 △145,657

利益剰余金への振替 25,858 △5,789

利益剰余金からの振替 48,963 △48,963

非金融資産等への振替

期末残高 263,599 98,340 - △4,189 2,086,701 121,239 833,429

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
その他の資本の構成要素

親会社の所有者
に帰属する
持分合計

キャッシュ・
フロー・ヘッジ
の評価差額

確定給付制度
に係る再測定

その他の資本の
構成要素合計

期首残高 50,471 - 586,669 2,877,747 104,226 2,981,973

当期利益 471,412 11,136 482,548

その他の包括利益 18,702 20,069 463,030 463,030 5,911 468,941

株式報酬取引 1,065 1,065

自己株式の取得及び売却 △49,982 △49,982

自己株式の消却 - -

支払配当 △138,537 △8,460 △146,997
非支配持分との資本取引
及びその他 △5,181 △9,649 △14,830

その他資本性金融商品の
所有者に対する分配 △1,262 △1,262

その他資本性金融商品の
償還 △150,000 △150,000

利益剰余金への振替 △20,069 △25,858 - -

利益剰余金からの振替 - -

非金融資産等への振替 △8,610 △8,610 △8,610 △8,610

期末残高 60,563 - 1,015,231 3,459,682 103,164 3,562,846
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連結注記表

連結注記表

＜連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等＞

1. 連結計算書類の作成基準
当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定により、国際会計基準（以下
「IFRS」という。）に準拠して作成しております。ただし、同項後段の規定に準拠してIFRSに
より要請される記載及び注記の一部を省略しております。

2. 連結の範囲及び持分法の適用に関する事項
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社 338社
主要な連結子会社の名称は、事業報告内の「当社グループの現況に関する事項　重要な子会
社の状況その他の重要な企業結合等の状況」に記載のとおりであります。

（2）持分法適用関連会社の数及び主要な持分法適用関連会社の名称
持分法適用関連会社 160社
主要な持分法適用関連会社の名称は、事業報告内の「当社グループの現況に関する事項　重
要な子会社の状況その他の重要な企業結合等の状況」に記載のとおりであります。

連結子会社及び持分法適用関連会社の数には、当社が直接連結経理処理を実施している会社
のみ含めており、連結子会社が連結経理処理している関係会社（367社）はその数から除外
しております。

3. 会計方針に関する事項
（1）金融資産の評価基準及び評価方法

① 償却原価で測定される負債性金融資産
当初認識時は公正価値に取引費用を加算した金額で測定しております。当初認識後は実効
金利法を用いた償却原価から減損損失を控除して測定しております。実効金利法による利
息は連結包括利益計算書において金融損益として認識しております。

② その他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融資産（FVTOCIの負債性金融
資産）
当初認識時は公正価値に取引費用を加算した金額で測定しております。当初認識後は公正
価値で測定され、公正価値の変動はその他の包括利益として認識し、その累計額はその他
の資本の構成要素において認識しております。ただし、FVTOCIの負債性金融資産からの
利息については、連結包括利益計算書において金融損益として認識しております。

③ 純損益を通じて公正価値で測定される負債性金融資産（FVTPLの負債性金融資産）
公正価値で測定し、公正価値の変動は連結包括利益計算書において主に収益又は金融損益
として認識しております。

④ その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融資産（FVTOCIの資本性金融
資産）
当初認識時は公正価値に取引費用を加算した金額で測定しております。当初認識後は公正
価値で測定され、公正価値の変動はその他の包括利益として認識し、その累計額はその他
の資本の構成要素において認識しております。ただし、FVTOCIの資本性金融資産からの
配当については、連結包括利益計算書において金融損益として認識しております。

⑤ 純損益を通じて公正価値で測定される資本性金融資産（FVTPLの資本性金融資産）
公正価値で測定し、公正価値の変動及び配当は連結包括利益計算書において主に金融損益
として認識しております。
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⑥ 償却原価で測定される負債性金融資産及びFVTOCIの負債性金融資産の減損
償却原価で測定される負債性金融資産及びFVTOCIの負債性金融資産等については予想信
用損失に対する貸倒引当金を認識しております。各報告期間の期末日において、金融商品
に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合は、貸倒引当金を各報告期
間の期末日後12ヵ月以内に生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失に等しい金
額で測定しております。一方、各報告期間の期末日において、金融商品に係る信用リスク
が当初認識以降に著しく増大している場合は、貸倒引当金を当該金融商品の予想存続期間
にわたる全ての生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失（以下「全期間の予想信
用損失」という。）に等しい金額で測定しております。ただし、営業債権等については、
貸倒引当金を常に全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は主に商品、製品及び販売用不動産で構成されており、取得原価（主に個別法又は
移動平均法）と正味実現可能価額とのいずれか低い金額で測定しております。
棚卸資産を評価減する原因となった従前の状況がもはや存在しない場合、又は経済的状況の
変化により正味実現可能価額の増加が明らかである証拠がある場合には、評価減の戻入れを
行っております。
なお、短期的な市場価格の変動により利益を獲得することを意図して棚卸資産を保有してい
る場合、当該棚卸資産は販売費用控除後の公正価値で測定しております。

（3）資産の減価償却方法
有形固定資産の減価償却費は、償却可能額を、主として、当該資産の耐用年数にわたる定額
法、見積埋蔵量に基づく生産高比例法により各期に配分しております。土地は減価償却をし
ておりません。また、耐用年数を確定できる無形資産の償却費は、当該資産の耐用年数にわ
たり、主に定額法により各期に配分しております。なお、耐用年数を確定できない無形資産
及びのれんは償却をしておりません。

（4）リースの処理方法
① リースの借手である場合

リース開始日において、原資産を使用する権利を表す使用権資産及びリース料を支払う義
務を表すリース負債を認識しております。使用権資産は取得原価で測定され、取得原価は
リース負債の当初測定の金額、リース開始日以前に支払ったリース料、当初直接コスト及
び原状回復費用等により構成されております。使用権資産は原則としてリース期間にわた
って減価償却しております。リース期間は、リースの解約不能期間に、リースを延長する
オプションを行使すること又はリースを解約するオプションを行使しないことが合理的に
確実な期間を加えて決定しております。リース負債はリース開始日現在で支払われていな
いリース料の現在価値で測定しております。
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② リースの貸手である場合
原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんど全てを移転するファイナンス・リースに
ついては、リース開始日において、リースに供された原資産の認識を中止し、ファイナン
ス・リースにより保有する資産を正味リース投資未回収額に等しい金額でリース債権を認
識しております。
オペレーティング・リースについては、その対象となる原資産を、原資産の性質に応じて
連結財政状態計算書に表示しており、当該原資産に係る減価償却の方針は、貸手の同様の
資産に係る減価償却の方針と整合しております。

（5）棚卸資産を除く非金融資産の減損
有形固定資産、無形資産及びのれんについては、期末日に資産が減損している可能性を示す
兆候の有無を判定しております。このような兆候が存在する場合には、当該資産の回収可能
価額の見積りを行っております。なお、耐用年数を確定できない無形資産及びのれんについ
ては、減損の兆候があるか否かを問わず、最低限年1回定期的に資産の帳簿価額が回収可能
価額を超過しているか否かを確認しております。資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳
簿価額を下回っている場合は、当該資産の帳簿価額をその回収可能価額まで減額し、減損損
失として認識しております。
減損損失認識後は、期末日において、過去に認識した減損損失がもはや存在しないか、又は
減少している可能性を示す兆候があるか否かを判定しております。このような兆候が存在す
る場合は、資産の回収可能価額の見積りを行っております。見積られた回収可能価額が資産
の帳簿価額を超える場合は、減損損失を戻入れております。戻入れ後の帳簿価額は、過去に
おいて当該資産について認識した減損損失がなかったとした場合の帳簿価額（減価償却累計
額控除後又は償却累計額控除後）を超えない範囲で認識しております。なお、のれんについ
て認識した減損損失を戻入れることはしておりません。

（6）引当金の計上基準
引当金は、過去の事象の結果として、現在の法的又は推定的債務を有しており、当該債務を
決済するために経済的便益を有する資源の流出が生じる可能性が高く、かつ当該債務の金額
について信頼性をもって見積ることができる場合に認識しております。貨幣の時間価値の影
響が重要である場合、引当金は当該負債に特有のリスクを反映させた割引率を用いた現在価
値により測定しております。割引計算が実施される場合、時の経過による引当金の増加は金
融費用として認識しております。

（7）退職後給付の処理方法
確定給付資産又は負債の純額の再測定はその他の包括利益で認識し、直ちにその他の資本の
構成要素から利益剰余金に振り替えております。再測定は、確定給付制度債務に係る数理計
算上の差異、制度資産に係る収益（制度資産に係る利息収益の金額を除く）等で構成されて
おります。また、過去勤務費用は直ちに純損益として認識しております。

（8）収益の認識
IFRS第9号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除き、以下の5ステップアプローチ
に基づき、顧客に移転する財やサービスと交換に権利を得ることとなる対価を回収する可能
性が高い場合に収益を認識しております。

ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時点で（又は充足するにつれて）収益を認識する。
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連結子会社 ：新規31社 除外19社
持分法適用関連会社：新規12社 除外16社

4. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項の変更
（1）連結の範囲及び持分法の適用範囲の変更

（2）組替
連結計算書類の表示方法を変更した場合には、比較情報を組替表示しております。
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現金及び現金同等物・定期預金 3,142百万円
営業債権及び貸付金 6,606百万円
その他の金融資産 35,674百万円
棚卸資産 9,417百万円
持分法で会計処理される投資 32,199百万円
有形固定資産（減価償却累計額控除後） 46,037百万円
その他 11,077百万円
合　計 144,152百万円

営業債権及び貸付金 22,271百万円
長期営業債権及び長期貸付金 28,905百万円

＜連結財政状態計算書に関する注記＞

1. 担保に供している資産

2. 資産から直接控除した貸倒引当金

3. 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 1,635,463百万円

4. 偶発負債
保証債務
通常の事業の一環として関連会社及び一般取引先（以下「被保証者」という。）の負っている
義務に対し、様々な保証を行っておりますが、主たる保証は、被保証者の外部借入金等に対す
る返済を第三者に対し保証するものであります。
当連結会計年度末の保証総額は368,802百万円であり、第三者による再保証等の金額10,172
百万円を控除すると、358,630百万円となります。
なお、保証総額（要求払い保証総額）は、履行可能性の程度にかかわらず、保証を履行すべき
事象が発生した際に要求される契約上の想定しうる将来最大支払額を表示しております。

訴訟等
当社は、2011年3月17日付でインドネシア最高裁判所（以下「最高裁」という。）において
当社が勝訴した訴訟（以下「旧訴訟（※）」という。）と同一の請求内容である、損害賠償請
求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟（併せて以下「現訴訟」という。）につい
て、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟
については2017年5月17日に、グヌンスギ訴訟については2017年9月14日に、それぞれ最
高裁判決を受領しました。
（※）当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. 

Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対して債権を保有し、支払の
督促を行っていたところ、当該債務者2社を含むSugar Groupに属する企業（PT. 
Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. 
Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta）が債権者である当社を被告に
含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を行ったもの。

南ジャカルタ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下のとおりであります。
被告6名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告4名が連帯して原告5社（Sugar Groupに属
する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih 
Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta）に対して合計2億5千
万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
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グヌンスギ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下のとおりであります。
被告7名のうち当社を含む被告5名が連帯して原告4社（Sugar Groupに属する企業であるPT. 
Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram及びPT. 
Indolampung Distillery）に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じる
もの。

現訴訟は、旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupに属する企業が再び当社らを提
訴したものであり、上記の判決内容は、Sugar Groupに属する企業の主張を棄却した旧訴訟
での最高裁自身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、当社は、インドネシ
ア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、またグヌンス
ギ訴訟については2018年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査（再審理）を申し立て
ました。

このうち、南ジャカルタ訴訟について、当社は最高裁再審理決定の決定書を、2020年12月
30日に受領しております。当該決定書には、2020年8月24日付で当社の司法審査（再審理）
請求を認容し、当社が2017年5月17日に受領した当社敗訴の南ジャカルタ訴訟最高裁判決を
取り消したうえで、原告であるSugar Groupに属する企業の請求を全て棄却する旨が記載さ
れております。

他方、グヌンスギ訴訟について、当社は、2018年10月8日付で当社の司法審査（再審理）申
立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、2020年2月3日にグヌンスギ地方裁判所
（以下「グヌンスギ地裁」という。）より受領しております。前述のとおり、当社は2017年
9月14日に最高裁判決を受領し、同受領日から180日以内という司法審査（再審理）申立期限
内である2018年2月6日に司法審査（再審理）を申し立てましたが、最高裁再審理決定では、
当社の最高裁判決受領日は2016年12月8日と認定され、2018年2月6日の司法審査（再審
理）申立は申立期限経過後になされたため不受理とされております。
しかしながら、当社の最高裁判決受領日が2017年9月14日であることは当社が受領した判決
通知書から明らかである一方、最高裁が当社の最高裁判決受領日を2016年12月8日と認定す
るために採用した証拠は最高裁再審理決定では明示されておらず、当該決定は明らかな事実誤
認に基づく不当なものであると考えられます。
当社は、最高裁再審理決定の内容を分析し、インドネシア最高裁判所法に基づく司法審査（再
審理）制度の下で最高裁再審理決定に対する当社の取りうる法的な手段等を検討した結果、最
高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間に矛盾があることを理由に、2020年5月18日、最高裁
に対して2回目の司法審査（再審理）を申し立てました。ところが、申立書類の提出先である
グヌンスギ地裁は2020年5月20日付で、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間の矛盾の不
存在を理由に当社の申立を受理せず申立書類を最高裁に回付しないことを決定しました。イン
ドネシア最高裁判所法等関連法令上、かかる判断は司法審査（再審理）の実施機関である最高
裁の職責に属する事項であるとされており、グヌンスギ地裁の決定が不当であることは明らか
であること、また、前述のとおり当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟司法審査（再審理）の結果
を踏まえて、当社は最高裁に対して、改めてグヌンスギ訴訟に関する2回目の司法審査（再審
理）を2021年5月31日付で申し立て、グヌンスギ地裁に受理されました。しかしながら、
2022年7月28日付で当社の2回目の司法審査（再審理）申立を不受理とする旨の最高裁再審
理決定の決定書を、当社は2024年1月30日に受領しました。当社は、1回目のグヌンスギ訴
訟の司法審査（再審理）の不受理決定と、当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟の司法審査（再審
理）の決定との間に矛盾があることを理由に、2回目の司法審査（再審理）を申し立てており
ましたが、前者については不受理という手続的判断であり、実体審理のうえで判断がなされた

22



2025/05/19 16:00:31 / 24181105_丸紅株式会社_招集通知

連結注記表

後者とは矛盾があるとは評価できないと判断され、司法審査（再審理）の要件を満たさないた
め不受理とされております。
1回目のグヌンスギ訴訟の司法審査（再審理）の不受理決定により維持されるグヌンスギ訴訟
の最高裁判決と、当社の主張が認容され勝訴した南ジャカルタ訴訟での司法審査（再審理）の
決定の間には、当社の債権・担保の有効性に関する判断において矛盾があるにもかかわらず、
当社の申し立てが認められず、実体審理が正当になされないまま不受理とされた当該決定は不
当なものであると考えられます。

2025年5月15日現在においては、今回の不受理決定の内容の不当性を踏まえた対応策を講ず
る方針であり、グヌンスギ訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの
当社の立場に変更はなく、当連結会計年度末現在において、グヌンスギ訴訟に対する訴訟損失
引当金は認識しておりません。

また、旧訴訟において、Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa及び
PT. Sweet Indolampungに対する当社の債権及びそれに関わる担保は有効であることが確認
されておりますところ、Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. 
Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. 
Garuda Pancaarta（以下、本段落において「Sugar Group被告企業」という。）はその有
効性を否認したため、当社は、2017年4月26日、インドネシア・中央ジャカルタ地方裁判所
において、Sugar Group被告企業に対して、Sugar Group被告企業の不法行為による当社の
信用毀損等の損害約16億米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟（本訴）を提起しました。
これに対して、Sugar Group被告企業は、当該訴訟の手続のなかで、当社による当該訴訟の
提起が不法行為であると主張し、当社に対して合計77億5千万米ドルの支払を求める損害賠償
請求訴訟（反訴）を2019年4月30日に提起しました。第一審及び第二審にて本訴請求及び反
訴請求いずれも棄却されたことを受け、当社は、2021年11月19日付で本訴につき最高裁に
上告していたところ、本訴及び反訴について、当社の本訴請求につき一部認容するとともに、
Sugar Group被告企業の反訴請求を全て棄却する内容の最高裁判決を2022年11月8日付で受
領しました。Sugar Group被告企業は当該最高裁判決を不服とし、当該最高裁判決の取消及
び当社に対して合計77億5千万米ドルの支払を求める司法審査（再審理）の申立を2023年3
月24日に行い、当社は当該再審理申立書面を2023年12月11日付で受領しました。

当社グループは、全世界的な規模で営業活動を行っており、日本及びそれ以外の地域の諸監督
機関の指導監督の下に活動しております。このような営業活動は、リスクを伴うこともあり、
時として提訴されたり、クレーム等を受けることもあります。当連結会計年度末現在において
も種々の未解決の事項がありますが、上記を除き、将来、当社の連結計算書類に重要な影響を
与えるおそれのあるものはないと考えております。
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決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

2024年5月15日
取締役会 普通株式 72,839百万円 43円50銭 2024年3月31日 2024年6月3日

2024年11月1日
取締役会 普通株式 74,636百万円 45円00銭 2024年9月30日 2024年12月2日

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2025年5月16日
取締役会 普通株式 82,939百万円 利益剰余金 50円00銭 2025年3月31日 2025年6月2日

＜連結包括利益計算書に関する注記＞

1. その他の収益
当連結会計年度において、カタールLNG事業終了に伴う為替換算調整勘定の実現益として、
64,592百万円の利益を「その他の収益」として認識しております。

2. 持分法による投資損益
当連結会計年度の「持分法による投資損益」には下記のものが含まれます。

（1）米国石油・ガス開発関連事業において保有する資産の減損に関連して、持分法の適用を通じ
て26,593百万円の損失を認識しております。

（2）みずほリース社の株式を追加取得し、持分法適用関連会社としたことにより発生した負のの
れん発生益16,949百万円を認識しております。

＜連結持分変動計算書に関する注記＞

1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
普通株式 1,660,758,361株

2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも
の

3. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数
普通株式 810,200株

4. その他資本性金融商品
前連結会計年度において、永久劣後特約付ローン1,500億円を任意弁済しました。
本ローンはIFRS上、資本性金融商品に分類されていたため、弁済により、「資本」が減少しま
した。
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＜金融商品に関する注記＞

1. 金融商品の状況に関する事項
当社及び連結子会社は、関係強化あるいはその他の目的で様々な金融商品に投資を行ってお
り、そのうち、負債性金融資産については、償却原価で測定される負債性金融資産、FVTOCI
の負債性金融資産又はFVTPLの負債性金融資産に分類し、資本性金融資産については、
FVTOCIの資本性金融資産又はFVTPLの資本性金融資産に分類しております。金融商品の公正
価値は、活発な市場における公表価格で測定しております。金融商品に関する市場が活発でな
い、又は市場が存在しない場合は、適切な評価技法を用いて公正価値を測定しております。
営業債権及び貸付金に係る取引先の信用リスクは、信用リスクの未然防止のために信用供与の
実施に際してリスク管理を徹底しております。
資金調達に関しては、資産構成に合わせた最適資金調達を基本方針とし、銀行をはじめとした
金融機関からの間接調達と、社債、コマーシャル・ペーパー等の直接調達を実施しておりま
す。
デリバティブ取引については、為替、金利、商品等に係る市場リスクを回避するために行って
いるヘッジ目的のデリバティブ取引のほか、トレーディング目的でのデリバティブ取引を行っ
ております。このような取引については、厳密なポジションと損失の限度額を設定し、実際の
ポジション及び損益状況を定期的にマネジメントに報告しております。

2. 金融商品の公正価値等及び公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の公正価値の見積りは入手しうる市場情報又は他の適切な評価方法によっておりま
す。金融商品の公正価値の開示に際し以下の方法と仮定を使用しております。
（1）営業債権及び貸付金の公正価値は、主に同一の残存期間で同程度の信用格付を有する営

業債権及び貸付金に適用される期末日の金利に基づき、割引将来キャッシュ・フローに
よって見積っております。FVTPLの営業債権及び貸付金は、当社の事業モデル及び金融
資産の契約上のキャッシュ・フローの特性に基づいて、FVTPLで事後測定するものとし
て分類されたものであり、それを除く営業債権及び貸付金は償却原価にて測定しており
ます。当連結会計年度末における償却原価にて測定する営業債権及び貸付金の公正価値
は帳簿価額に近似しており、レベル3に区分しております。

（2）活発な市場のある有価証券の公正価値は、期末日の公表価格に基づいて測定しておりま
す。活発な市場のない資本性金融資産及びFVTOCI又はFVTPLの金融資産に分類される
負債性金融資産の公正価値は、割引将来キャッシュ・フロー、第三者による鑑定評価及
びその他の評価方法により測定しております。償却原価で測定されている負債性金融資
産の公正価値は、同一の残存期間で同程度の信用格付を有する負債性金融資産に適用さ
れる期末日の市場金利に基づき、割引将来キャッシュ・フローによって見積っておりま
す。償却原価で測定されている負債性金融資産の公正価値は帳簿価額に近似しておりま
す。

（3）社債及び借入金の公正価値は、同じ償還期限を有する類似の借入契約に適用される期末
日の金利に基づき、割引将来キャッシュ・フローによって見積っております。当該公正
価値は帳簿価額に近似しており、レベル3に区分しております。

（4）現金及び現金同等物並びに定期預金の公正価値は帳簿価額に近似しております。
（5）営業債務の公正価値は帳簿価額に近似しております。
（6）その他の金融資産及びその他の金融負債のうち、デリバティブ資産及びデリバティブ負

債の帳簿価額は公正価値であります。また、非デリバティブ資産及び非デリバティブ負
債の公正価値は帳簿価額に近似しております。
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レベル1
（百万円）

レベル2
（百万円）

レベル3
（百万円）

合計
（百万円）

資産

純損益を通じて公正価値測定された
非デリバティブ金融資産

営業債権及び貸付金 - 25,084 - 25,084

その他の投資（資本性） - - 2 2

その他の投資（負債性） - - 47,020 47,020

その他の金融資産 - - 23,708 23,708

その他の包括利益を通じて公正価値
測定された非デリバティブ金融資産

その他の投資（資本性） 139,251 - 88,894 228,145

デリバティブ取引

金利取引 - 1,347 - 1,347

為替取引 - 10,942 - 10,942

商品取引 17,182 122,336 35,862 175,380

その他 - - 1,333 1,333

負債（△）

デリバティブ取引

金利取引 - △31,614 - △31,614

為替取引 - △8,215 - △8,215

商品取引 △19,721 △69,109 △18,628 △107,458

その他 - - △32 △32

当社及び連結子会社は、特定の資産及び負債を公正価値で測定しております。公正価値の測定
のために使われるインプットは、市場における観察可能性に応じて以下の3つのレベルに区分
されております。

レベル1： 測定日において当社及び連結子会社がアクセス可能な、同一の資産又は負債に関す
る活発な市場における（無調整の）相場価格

レベル2： レベル1に含まれる相場価格以外の、直接又は間接的に観察可能な、資産又は負債
に関するインプット

レベル3： 資産又は負債に関する観察不能なインプット

当連結会計年度末において、当社及び連結子会社が経常的に公正価値で測定している資産及び
負債は以下のとおりであります。

当連結会計年度末
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レベル1に区分されているその他の投資は、主に活発な市場のある資本性証券であり、デリバ
ティブ取引は商品に係るデリバティブ取引であります。これらは活発な市場における無調整の
相場価格によって評価しております。
レベル2に区分されている営業債権及び貸付金は将来の市場価格で決済される営業債権であり
ます。デリバティブ取引は主に金利スワップ、為替予約及び商品に係るデリバティブ取引であ
ります。これらはレベル1には属さない、活発ではない市場における同一資産の相場価格、あ
るいは活発な市場における類似資産又は類似負債に基づき評価され、商品取引所の相場価格、
外国為替相場及び金利等の観察可能なインプットを使用して、主にマーケットアプローチで評
価しております。
レベル3に区分されたその他の投資は主に活発な市場のない資本性証券であり、デリバティブ
取引は主に商品に係るデリバティブ取引であります。これらは、活発な市場における類似資産
又は類似負債がない、又は極端な流動性の低下等により相場価格が歪められている等の理由で
観察可能なインプットが使用できないため、合理的に入手可能なインプットや多くの市場参加
者が合理的だとして採用しているインプット等によって、主にインカムアプローチで評価して
おります。
経常的に公正価値で評価される資産及び負債のうち、レベル3に区分された投資の公正価値の
測定に関する重要な観察不能なインプットは割引率であります。公正価値は割引率の上昇（低
下）により減少（増加）することとなります。当連結会計年度末において、当社及び連結子会
社が公正価値の測定に使用している加重平均割引率は、12.0%となっております。

なお、当連結会計年度において、レベル1とレベル2の間の振替はありません。

当連結会計年度において、当社及び連結子会社が経常的に公正価値で測定しているレベル3の
資産及び負債の増減は以下のとおりであります。
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純損益を通じて公正価値測定された
非デリバティブ金融資産

その他の包
括利益を通
じて公正価
値測定され
た非デリバ
ティブ金融

資産

デリバティブ取引

営業債権
及び貸付金
（百万円）

その他の
投資

（百万円）

その他の
金融資産

（百万円）

その他の
投資

（百万円）
商品取引

（百万円）
その他

（百万円）

期首残高
（資産／負債（△）） - 43,844 21,767 87,012 22,915 2,248

純損益 - 86 12,096 - 607 △947

その他の包括利益 - - - 3,605 - -

購入 - 6,948 - 2,507 - -

売却／償還 - △3,045 △11,004 △1,202 - -

決済 - - - - △6,215 -

振替 - △345 305 △1,352 - -

連結範囲の異動による影響 - - - - - -

レベル3へ（から）の振替 - - - - - -

その他 - △466 544 △1,676 △73 -

当連結会計年度末残高
（資産／負債（△）） - 47,022 23,708 88,894 17,234 1,301

当連結会計年度末に保有
する資産及び負債に係る
当連結会計年度の損益

- 1,455 12,103 - 16,406 △947

当連結会計年度

連結包括利益計算書上、上記の資産及び負債に係る損益について、その他の投資に係る損益は
主に「有価証券損益」に、その他の金融資産に係る損益は主に「サービスに係る手数料等」
に、デリバティブ取引に係る損益は主に「商品の販売等に係る原価」又は「その他の収益」、
「その他の費用」に含まれております。
上記のその他の包括利益は連結包括利益計算書上の「その他の包括利益にて公正価値測定され
る金融資産の評価差額」であります。また、上記のその他は主に連結包括利益計算書上の「在
外営業活動体の換算差額」であります。

レベル3に区分されている資産、負債については当社で定めた公正価値測定の評価方針及び手
続に従い、担当部署が、対象資産、負債の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。
また、必要に応じて適切な第三者評価機関から鑑定評価等を入手しております。公正価値測定
の結果は、担当部署から独立したコーポレートスタッフグループがレビューしております。

レベル3に区分されている資産のうち、「純損益を通じて公正価値測定されたその他の投資」
及び「その他の包括利益を通じて公正価値測定されたその他の投資」の評価に使用されている
インプットを代替的な仮定に変更した場合、当連結会計年度末においては、著しい公正価値の
変動はありません。
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当連結会計年度 （単位：百万円）

ライフ
スタイル

フォレスト
プロダクツ

情報
ソリューション 食料第一 食料第二 アグリ事業 化学品 金属 エネルギー

商品の販売等に
係る収益 194,210 235,446 394,313 854,252 752,784 1,437,425 570,701 240,109 699,336

サービスに係る
手数料等 12,322 10,209 6,505 4,839 771 900 30,220 17,403 8,344

その他の源泉から
認識した収益 - - - 90,794 306,573 - - 401,726 199,573

合計 206,532 245,655 400,818 949,885 1,060,128 1,438,325 600,921 659,238 907,253

電力 インフラ
プロジェクト航空・船舶金融・リース

・不動産
建機・産機

・モビリティ
次世代

事業開発
次世代コーポレート
ディベロップメント その他 連結

商品の販売等に
係る収益 243,877 27,035 105,833 34,252 543,765 19,653 32,816 △11,094 6,374,713

サービスに係る
手数料等 1,289 4,736 6,026 10,482 11,198 471 31 1,660 127,406

その他の源泉から
認識した収益 234,541 - 45,222 9,496 217 - - △93 1,288,049

合計 479,707 31,771 157,081 54,230 555,180 20,124 32,847 △9,527 7,790,168

＜収益認識に関する注記＞

当社及び連結子会社の関与する取引には、財又はサービスを顧客に提供する契約あるいは金銭授受
の当事者として行う仕切取引や、買手と売手との間で直接取引代金の決済が行われ、当社及び連結
子会社が買手と売手いずれか一方、若しくは両方から手数料を受け取る代行取引等、種々の形態が
あります。
当社及び連結子会社は、それらの取引から生じる収益を顧客との契約に基づき、「商品の販売等に
係る収益」、「サービスに係る手数料等」に区分して表示しており、財又はサービスを顧客に移転
する前に支配している場合には本人取引として「商品の販売等に係る収益」に含め、そうでない場
合には取引により得られた対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額のみを、代理人
取引として「サービスに係る手数料等」に含めております。
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」以外に、当社及び連結子会社は主に、IFRS第9号「金
融商品」に基づく利息及び配当収益、並びに一部の商品取引等に係る収益を、リース契約について
はIFRS第16号「リース」に基づく収益をその他の源泉から認識した収益として集計しておりま
す。

当連結会計年度における「収益」の内訳は以下のとおりであります。

（注）1. セグメント間取引は、通常の市場価格により行われております。
2. 「その他」には、特定のオペレーティング・セグメントに帰属しない収益及びセグメント間の内部

取引消去等が含まれております。
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前連結会計年度末 当連結会計年度末

顧客との契約から生じた債権 844,129百万円 834,677百万円

契約負債 156,825百万円 175,309百万円

当社及び連結子会社における契約残高の内訳は、以下のとおりであります。連結財政状態計算書
上、顧客との契約から生じた債権は「営業債権及び貸付金」及び「長期営業債権及び長期貸付金」
に、契約負債は「その他の流動負債」に含めております。なお、契約資産の金額に重要性はありま
せん。また、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、契約負債の期首残高は概ね期末ま
でに収益に振り替えられており、翌連結会計年度以降に繰り越される金額に重要性はありません。

商品の販売においては、当社及び連結子会社が出荷を手配する場合、船荷証券・倉庫証券・貨物引
換証・荷渡指示書等を買主に引き渡した時等、契約上の受渡条件が履行された時点をもって収益を
認識しており、商品の販売契約の大半の取引において、履行義務は一時点で充足されます。
顧客の資産を創出又は増価させる工事契約については、履行義務は工事の進捗に応じて充足され、
工事契約における履行義務を有する期間にわたり、工事の進捗度に応じて収益を認識しておりま
す。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計
に占める割合に基づいて行っております。進捗度を合理的に測定することができない場合は、発生
したコストの範囲でのみ収益を認識しております。工事契約に係る収益に金額的重要性はないた
め、「商品の販売等に係る収益」に含めて表示しております。
サービスに係る手数料等は、主に代理人取引としての手数料であり、契約及び関連する法令・判
例・取引慣行等に基づいて、顧客から対価の支払を受ける権利を得たと判断される役務提供完了時
に収益を認識しております。
なお、履行義務の充足時点である取引成立時点から主に3ヵ月以内に支払を受けておりますが、履
行義務の充足前に受領し、契約負債として計上する場合もあります。変動対価や買戻し義務を含む
収益の額に金額的重要性はありません。

取引価格の算定においては、値引き、リベート等による変動対価の影響を考慮し、商品又はサービ
ス等の移転から対価の支払までの期間が1年以内と見込んでいる場合には、重大な金融要素の影響
について調整しておりません。変動対価の見積りは過去の経験に基づく期待値又は考え得る対価の
範囲における最も可能性の高い金額を用いており、収益は重大な戻入れが生じない可能性が非常に
高い範囲でのみ認識しております。契約で識別された履行義務が複数ある場合、それぞれの履行義
務に配分する取引価格は独立販売価格の比率で配分しております。

顧客との契約から生じる収益に関する各オペレーティング・セグメントにおける主な財又はサービ
スの内容及び履行義務の充足時点については以下のとおりであります。
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連結注記表

主な財又はサービスの内容及び履行義務の充足時点

ラ イ フ ス タ イ ル アパレル・フットウェア・生活用品・タイヤ・ゴム資材の製造・販売等を行ってお
り、主に契約上の受渡条件が履行された時点において収益を認識しております。

フォレストプロダクツ 製紙原料・板紙・洋紙・バイオマス燃料の製造・販売等を行っており、主に契約上の
受渡条件が履行された時点において収益を認識しております。

情 報 ソ リ ュ ー シ ョ ン
モバイル販売等については主に契約上の受渡条件が履行された時点において収益を認
識しており、ネットワークサービス等については主に複数の会計期間にわたり収益を
認識しております。

食 料 第 一 加工食品及び農水産物の販売等を行っており、主に契約上の受渡条件が履行された時
点において収益を認識しております。

食 料 第 二 穀物・畜産分野に係る商品の販売等を行っており、主に契約上の受渡条件が履行され
た時点において収益を認識しております。

ア グ リ 事 業 農業資材の販売等を行っており、主に契約上の受渡条件が履行された時点において収
益を認識しております。

化 学 品 石油化学品の販売及びトレーディング等を行っており、契約上の受渡条件が履行され
た時点及び役務提供完了時において収益を認識しております。

金 属 鉄鋼原料資源の開発及び軽金属の製造・加工・販売等を行っており、主に契約上の受
渡条件が履行された時点において収益を認識しております。

エ ネ ル ギ ー 石油製品・LNG等エネルギー関連の商材の販売等を行っており、主に契約上の受渡
条件が履行された時点において収益を認識しております。

電 力

発電・送変電機器の工事契約については工事の進捗度に応じて複数の会計期間にわた
り収益を認識しており、発電所の保守・運営等については役務提供完了時、電力の卸
売・小売については主に契約上の受渡条件が履行された時点において収益を認識して
おります。

インフラプロジェクト

インフラ関連設備の工事契約については工事の進捗度に応じて複数の会計期間にわた
り収益を認識しており、設備の保守・運営等については役務提供完了時、機械・機器
類の販売等については主に契約上の受渡条件が履行された時点において収益を認識し
ております。

航 空 ・ 船 舶 航空機・防衛宇宙関連機器の販売及びトレード等を行っており、主に契約上の受渡条
件が履行された時点において収益を認識しております。

金融・リース・不動産 不動産開発事業及びアセットマネジメント・プロパティマネジメント事業を行ってお
り、主に引渡時又は役務提供完了時において収益を認識しております。

建機・産機・モビリティ 建設機械・鉱山機械・自動車・産業機械・工作機械の販売等を行っており、主に契約
上の受渡条件が履行された時点において収益を認識しております。

次 世 代 事 業 開 発
フットウェアの製造・販売等については主に契約上の受渡条件が履行された時点にお
いて収益を認識しており、海外の工業団地の運営・管理等については主に役務提供完
了時において収益を認識しております。

次世代コーポレート
ディベロップメント

ライフスタイルブランド事業におけるフットウェア・バッグ等の製造・販売、並び
に、コーヒーチェーンのフランチャイズ事業において飲食物の販売等を行っており、
顧客への商品の引渡時点において収益を認識しております。
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連結注記表

当社及び連結子会社が未充足（又は部分的に未充足）の履行義務に配分した取引価格及び翌連結会
計年度の収益認識見込額は以下のとおりであります。なお、当該金額には、当初の契約の予想期間
が1年以内の残存履行義務、及び、固定金額に提供したサービスの時間数を乗じた金額を請求する
契約等の請求する権利を有している金額で収益認識している残存履行義務に係る取引価格を含めて
おりません。

未充足（又は部分的に未充足）の履行義務に配分した取引価格 359,464百万円
翌連結会計年度の収益認識見込額 114,812百万円
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連結注記表

分子項目（百万円）

親会社の所有者に帰属する持分合計 3,629,236

1株当たり親会社の株主に帰属する持分の計算に使用する持分調整額

親会社の株主に帰属しない金額 441

1株当たり親会社の株主に帰属する持分の計算に使用する持分 3,628,795

分母項目（株）

1株当たり親会社の株主に帰属する持分の計算に使用する期末普通株式数 1,658,699,984

分子項目（百万円）

親会社の所有者に帰属する当期利益 502,965

基本的1株当たり親会社の株主に帰属する当期利益の計算に使用する利益調整額

親会社の株主に帰属しない金額 -

基本的1株当たり親会社の株主に帰属する当期利益の計算に使用する当期利益 502,965

希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する当期利益の計算に使用する利益調整額 -

希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する当期利益の計算に使用する当期利益 502,965

分母項目（株）

基本的1株当たり親会社の株主に帰属する当期利益の計算に使用する普通株式の加重平均株式数 1,661,148,239

希薄化効果の影響

新株予約権に係る調整 902,644

譲渡制限付株式に係る調整 -

時価総額条件型譲渡制限付株式に係る調整 561,913

希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する当期利益の計算に使用する普通株式の加重平均株式数 1,662,612,796

＜1株当たり情報に関する注記＞

1. 1株当たり親会社の株主に帰属する持分 2,187円73銭

1株当たり親会社の株主に帰属する持分の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2. 基本的1株当たり親会社の株主に帰属する当期利益　 　302円78銭
希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する当期利益　 302円51銭

基本的1株当たり親会社の株主に帰属する当期利益及び希薄化後1株当たり親会社の株主に帰
属する当期利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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連結注記表

① 発行総額 5億米ドル

② 利率 年5.383%

③ 発行価格 額面の100%

④ 払込期日 2025年4月1日

⑤ 償還期限 2035年4月1日

⑥ 償還方法 満期一括償還

⑦ 資金の使途 一般運転資金に充当する予定

変更前
(2025年2月5日付取締役会決議)

変更後
(2025年5月2日付取締役会決議)

① 取得する株式
の種類

当社普通株式 当社普通株式

② 取得する株式
の総数

3,000万株を上限とする
(発行済株式総数(自己株式を除
く)に対する割合約1.8%)

7,000万株を上限とする
(発行済株式総数(自己株式を除
く)に対する割合約4.2%)

③ 株式の取得価
額の総額

300億円を上限とする
700億円を上限とする
(400億円を追加)

④ 取得期間
2025年2月6日～2025年6月30
日

2025年2月6日～2026年1月30
日

＜重要な後発事象に関する注記＞

1. 社債の発行
当社は、2025年4月1日に、次のとおり米ドル建て無担保社債を発行しました。

＜第6回米ドル建て無担保社債＞

2. 自己株式の取得
当社は、2025年2月5日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替
えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することについて決議いたしま
した。これに加え、2025年5月2日の取締役会において、自己株式の取得枠拡大及び取得期間
延長を行うことを以下のとおり決議いたしました。

(1) 変更の理由
機動的な資本政策の遂行及び株主還元の更なる拡充を図るため

(2) 取得に係る事項の変更内容
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連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

項　　目
第101期

（2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで）

第100期
（2023年 4 月 1 日から

2024年 3 月31日まで）
営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益 515,004 482,548
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等 199,321 177,666
固定資産損益 11,685 20,212
金融損益 13,145 19,321
持分法による投資損益 △292,880 △311,398
法人所得税 114,203 84,588
営業債権の増減 24,160 △137,900
棚卸資産の増減 △19,450 101,016
営業債務の増減 △19,302 △35,008
その他-純額 △71,605 △44,270
利息の受取額 22,857 27,431
利息の支払額 △81,310 △74,537
配当金の受取額 247,815 224,373
法人所得税の支払額 △65,698 △91,573

営業活動によるキャッシュ・フロー 597,945 442,469
投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額 △367 1,353
有形固定資産の売却による収入 12,783 21,688
貸付金の回収による収入 6,663 12,556
子会社の売却による収入（処分した現金及び現金同等物控除後） 12,167 980
持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の売却による収入 127,655 71,957
有形固定資産の取得による支出 △177,554 △153,371
貸付による支出 △3,776 △18,144
子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） △50,197 △56,103
持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の取得による支出 △322,677 △215,341

投資活動によるキャッシュ・フロー △395,303 △334,425
財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額 2,883 66,010
社債及び長期借入金等による調達 540,487 637,241
社債及び長期借入金等の返済 △487,983 △593,269
親会社の株主に対する配当金の支払額 △147,475 △138,537
自己株式の取得及び売却 △50,021 △50,070
非支配持分からの払込による収入 31,770 1,311
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △3,495 △17,149
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 - △1,262
その他資本性金融商品の償還による支出 - △150,000
その他 △8,201 △8,447

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,035 △254,172
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響 △15,336 43,465
現金及び現金同等物の純増減額 65,271 △102,663
現金及び現金同等物の期首残高 506,254 608,917
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 △2,381 -
現金及び現金同等物の期末残高 569,144 506,254

（ご参考）連結キャッシュ・フロー計算書
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貸借対照表

科　　目 第101期
（2025年3月31日現在）

（ご参考）第100期
（2024年3月31日現在）

資産の部 百万円 百万円

［ 流 動 資 産 ］ 1,317,031 1,136,863
現金及び預金 224,014 152,871
受取手形 1,731 4,312
売掛金 374,127 402,387
商品 163,017 124,164
前渡金 21,225 30,755
短期貸付金 434,429 301,040
その他 100,527 125,923
貸倒引当金 △2,039 △4,589

［ 固 定 資 産 ］ 2,721,398 2,688,114
有形固定資産 12,556 14,127
建物 2,258 4,136
構築物 876 888
機械及び装置 1,876 1,189
船舶 - 5
車両運搬具 332 353
工具、器具及び備品 2,206 2,549
土地 5,008 5,007

無形固定資産 22,615 22,676
ソフトウエア 21,864 21,941
その他 751 735

投資その他の資産 2,686,227 2,651,311
投資有価証券 159,662 204,043
関係会社株式 1,825,532 1,781,506
その他の関係会社有価証券 5,182 3,284
出資金 1,391 1,390
関係会社出資金 102,471 107,528
長期貸付金 566,233 579,106
固定化営業債権 10,796 12,026
前払年金費用 3,418 -
繰延税金資産 73,282 51,398
その他 41,204 21,855
貸倒引当金 △91,242 △98,585
投資損失引当金 △11,702 △12,240

［ 繰 延 資 産 ］ 1,104 979
社債発行費 1,104 979

資産合計 4,039,533 3,825,956
　

科　　目 第101期
（2025年3月31日現在）

（ご参考）第100期
（2024年3月31日現在）

負債の部 百万円 百万円

［ 流 動 負 債 ］ 1,137,713 1,261,187

支払手形 80,231 81,822

買掛金 307,450 300,066

短期借入金 252,018 385,502

1年内償還予定の社債 134,760 95,705

未払金 72,667 13,455

前受金 10,932 17,335

工事損失引当金 6,746 9,924

預り金 220,931 308,055

その他 51,978 49,323

［ 固 定 負 債 ］ 1,831,136 1,672,222

社債 389,520 422,410

長期借入金 1,424,479 1,223,758

退職給付引当金 - 1,505

債務保証損失引当金 2,640 12,813

その他 14,497 11,736

負債合計 2,968,849 2,933,409

純資産の部

［ 株 主 資 本 ］ 1,208,352 1,019,588

資本金 263,711 263,599

資本剰余金

資本準備金 92,098 91,986

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 858,336 668,178

自己株式 △5,793 △4,175

［ 評 価・換 算 差 額 等 ］ △138,193 △127,844

その他有価証券評価差額金 58,163 81,554

繰延ヘッジ損益 △196,356 △209,398

［ 新 株 予 約 権 ］ 525 803

新株予約権 525 803

純資産合計 1,070,684 892,547

負債純資産合計 4,039,533 3,825,956
　

計算書類
貸借対照表
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損益計算書

科　　目 第101期
（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

（ご参考）第100期
（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

 百万円 百万円 百万円 百万円

収益 2,074,351 1,808,965

商品の販売等に係る原価 1,975,147 1,697,590

売上総利益 99,204 111,375

販売費及び一般管理費 178,777 163,398

営業損失（△） △79,573 △52,023

営業外収益 500,390 482,728

受取利息 36,555 33,454

有価証券利息 26 130

受取配当金 447,742 427,595

為替差益 8,819 9,538

雑収入 7,248 12,011

営業外費用 67,241 62,276

支払利息 41,781 38,568

社債利息 14,183 15,404

雑支出 11,277 8,304

経常利益 353,576 368,429

特別利益 36,245 25,238

固定資産売却益 1,364 269

投資有価証券売却益 19,485 6,281

関係会社株式売却益 9,984 18,688

事業譲渡益 3 -

関係会社事業損失引当金戻入額 5,409 -

特別損失 22,489 34,330

固定資産売却損 198 51

投資有価証券売却損 11 3

関係会社株式売却損 3,925 279

投資有価証券評価損 638 539

関係会社株式評価損 17,689 12,535

関係会社事業損失引当金繰入額 - 20,923

減損損失 28 -

税引前当期純利益 367,332 359,337

法人税､住民税及び事業税 △9,533 △8,439

法人税等調整額 △10,398 △1,365

当期純利益 387,263 369,141

損益計算書
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株主資本等変動計算書

第101期（2024年4月1日から2025年3月31日まで） （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計資本準備金 その他

資本剰余金

その他利益
剰余金
繰越利益
剰余金

当期首残高 263,599 91,986 ‐ 668,178 △4,175 1,019,588 81,554 △209,398 △127,844 803 892,547
会計方針の変更による
累積的影響額 △2,532 △2,532 2,532 2,532 -
会計方針の変更を反映
した当期首残高 263,599 91,986 - 665,646 △4,175 1,017,056 81,554 △206,866 △125,312 803 892,547

当期変動額

剰余金の配当 △147,475 △147,475 △147,475

当期純利益 387,263 387,263 387,263

新株の発行 112 112 224 224

自己株式の取得 △50,009 △50,009 △50,009

自己株式の処分 △1,219 2,512 1,293 1,293

自己株式の消却 △45,879 45,879 ‐ ‐

利益剰余金からの振替 47,098 △47,098 - -
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △23,391 10,510 △12,881 △278 △13,159

当期変動額合計 112 112 ‐ 192,690 △1,618 191,296 △23,391 10,510 △12,881 △278 178,137

当期末残高 263,711 92,098 ‐ 858,336 △5,793 1,208,352 58,163 △196,356 △138,193 525 1,070,684

（ご参考）第100期（2023年4月1日から2024年3月31日まで） （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計資本準備金 その他

資本剰余金

その他利益
剰余金
繰越利益
剰余金

当期首残高 263,324 91,711 - 486,537 △3,339 838,233 48,280 △179,693 △131,413 859 707,679

当期変動額

剰余金の配当 △138,537 △138,537 △138,537

当期純利益 369,141 369,141 369,141

新株の発行 275 275 550 550

自己株式の取得 △50,010 △50,010 △50,010

自己株式の処分 △660 871 211 211

自己株式の消却 △48,303 48,303 ‐ ‐

利益剰余金からの振替 48,963 △48,963 ‐ ‐
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 33,274 △29,705 3,569 △56 3,513

当期変動額合計 275 275 ‐ 181,641 △836 181,355 33,274 △29,705 3,569 △56 184,868

当期末残高 263,599 91,986 ‐ 668,178 △4,175 1,019,588 81,554 △209,398 △127,844 803 892,547

株主資本等変動計算書
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個別注記表

個別注記表

＜重要な会計方針に関する注記＞

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
（1）通常の販売目的で保有する棚卸資産

主に移動平均法ないし個別法による原価法によっております。
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（2）トレーディング目的で保有する棚卸資産
時価法によっております。

2. 棚卸資産以外の資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

① 売買目的有価証券：時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっております。
② 満期保有目的債券：償却原価法によっております。
③ 子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法によっております。
④ その他有価証券

（市場価格のない株式等以外のもの）：時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）によって
おります。

（市場価格のない株式等）：移動平均法による原価法によっております。
（2）デリバティブ：時価法によっております。

3. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

① リース資産以外の有形固定資産
定額法によっております。

② リース資産
（所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

自己所有の有形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
（2）無形固定資産

① リース資産以外の無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、利用可能期間（主
に5年）に基づく定額法によっております。

② リース資産
（所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

自己所有の無形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

4. 繰延資産の処理方法
（1）株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。
（2）社債発行費は、償還期限までの期間で均等償却しております。
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（1）ヘッジ会計の方法 ：主に、繰延ヘッジ処理を適用しております。また、金利スワッ
プについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を適用
しております。なお、為替予約等のうち、外貨建金銭債権債務
に付しているものについては振当処理を適用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 ：主に為替変動、金利変動、価格変動等の市場リスクを、為替予
約取引、金利スワップ、商品先物取引等により個別又は包括に
ヘッジしております。

（3）ヘッジ方針 ：取引部課の所属する営業グループごとにリスク管理方針を作成
し、為替、金利、商品等のリスクを必要に応じてヘッジしてお
ります。

（4）ヘッジ有効性評価の方法 ：ヘッジ対象及びヘッジ手段に応じて、比率分析等により、ヘッ
ジ取引の事前、事後に有効性の評価を行っております。

5. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は、個別に回収可能性を検討し、
貸倒見積額を計上しております。

（2）投資損失引当金
子会社株式等の実質価額が低下している場合、回復可能性を勘案のうえ、必要と認められる
額を計上しております。

（3）工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失発生に備えるため、当事業年度末の未引渡工事について、翌事業
年度以降の損失発生見積額を計上しております。

（4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主に14.6年）による定額法により
按分した額を発生の翌事業年度から費用処理しております。
当事業年度末においては、年金資産の額が、退職給付債務に未認識過去勤務費用及び未認識
数理計算上の差異を加減した額を超えているため、前払年金費用として貸借対照表の投資そ
の他の資産に計上しております。

（5）債務保証損失引当金
子会社等に対する債務保証等の偶発債務による損失に備えるため、被保証先の財務状態等を
勘案のうえ、必要と認められる額を計上しております。

6. ヘッジ会計の方法

7. 大型不動産開発事業（総事業費が50億円を超え、開発期間が2年を超える事業）に係る正常な
開発期間中の支払利息は取得原価に算入しております。
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短期 598,038百万円 長期 567,905百万円

短期 379,422百万円 長期 23,601百万円

投資有価証券及び関係会社株式 13,750百万円
その他の流動資産 5,144百万円

＜会計方針の変更に関する注記＞

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）等を
当事業年度の期首より適用し、株主資本、評価・換算差額等に計上される取引又は事象に係る税金費
用の計上区分を損益から株主資本、評価・換算差額等に変更しております。「法人税、住民税及び事
業税等に関する会計基準」第20－3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期
首において、株主資本、評価・換算差額等に計上される取引又は事象に係る税金費用の計上区分を損
益から株主資本、評価・換算差額等に変更したことに伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しておりま
す。
この結果、当事業年度の期首の繰越利益剰余金が2,532百万円減少しております。なお、当事業年度
の損益計算書に与える影響は軽微であります。

＜貸借対照表に関する注記＞

1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
関係会社に対する金銭債権

関係会社に対する金銭債務

2. 有形固定資産の減価償却累計額 33,679百万円

3. 担保に供している資産

担保に供している資産は、関係会社の借入金等に係るものであります。
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丸紅米国会社 299,094百万円
丸紅ペトロリアム 99,057百万円
SmartestEnergy 62,872百万円
その他（105社） 616,446百万円

計 1,077,469百万円

輸出手形割引高 2,667百万円

4. 偶発債務
銀行借入等に対する保証債務

その他には重複による消去を含めております。上記には、取引先の仕入債務等に係る支払保
証を含めております。

訴訟等
訴訟等については、連結注記表における＜連結財政状態計算書に関する注記＞の4．偶発負
債　訴訟等に記載のとおりであります。
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売上高 868,506百万円
仕入高 2,448,413百万円
営業取引以外の取引による取引高 488,610百万円

普通株式 1,974,992株

＜損益計算書に関する注記＞

1. 関係会社との取引高

損益計算書の「収益」及び「商品の販売等に係る原価」は、一部の取引高を純額表示して
おります。

2. 関係会社株式評価損
　　米国石油・ガス開発関連事業の財政状態の悪化に伴い、「関係会社株式評価損」として6,621

百万円の特別損失を計上しております。

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

＜税効果会計に関する注記＞

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
　　繰延税金資産の発生の主な原因は、資産評価損及び組織再編取引等であり、繰延税金負債の発

生の主な原因は、その他有価証券評価差額金であります。

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
　　当社はグループ通算制度を適用していることから、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれ

らに関する税効果会計の会計処理並びに開示については、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従ってお
ります。

＜収益認識に関する注記＞

収益を理解するための基礎となる情報については、以下に記載の主な財又はサービスの内容及び履
行義務の充足時点を除き、連結注記表における＜収益認識に関する注記＞に記載の内容と同一であ
ります。
当社はオペレーティング・セグメントごとに様々な事業を行っておりますが、主な財又はサービス
の内容については、食料第二本部における穀物の販売等、化学品本部における石油化学品の販売及
びトレーディング等、金属本部における軽金属の販売等及びエネルギー本部における石油製品・
LNG等エネルギー関連の商材の販売等であり、これらは主に契約上の受渡条件が履行された時及び
役務提供完了時を履行義務の充足時点として収益を認識しております。
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参　考 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取　引

金　額 科　目 期　末
残　高

子会社 Columbia Grain
International

所有
間接100%

商品の輸入及び
外国間取引等

商品の輸入及び
外国間取引等

（注1）
216,224

買掛金 5,488

その他 10

子会社 Marubeni Copper
Holdings

所有
間接100% 債務保証 債務保証

（注2） 57,280 - -

子会社 丸紅ペトロリアム 所有
直接100% 債務保証 債務保証

（注2） 99,057 - -

子会社 SmartestEnergy 所有
直接100% 債務保証 債務保証

（注2） 62,872 - -

子会社 MMSL 所有
直接100% 債務保証 債務保証

（注2） 46,297 - -

子会社 Marubeni Finance
Europe

所有
直接100% 債務保証 債務保証

（注2） 41,323 - -

子会社 MILソリューション
投資

所有
直接100% 資金の援助 資金の貸付

（注3） - 短期貸付金 49,021

子会社 Marubeni LP Holding 所有
直接100% 資金の援助 資金の貸付

（注3） - 長期貸付金 89,450

子会社 エムシーウォーター
ホールディングス

所有
直接100% 資金の援助

資金の貸付
（注3） 42,636

短期貸付金 39,214
資金の回収

（注3） 44,217

子会社 丸紅アビエーション 所有
直接100% 資金の援助 資金の貸付

（注3） - 長期貸付金 268,402

子会社 丸紅フィナンシャルサービス 所有
直接100%

債務保証 債務保証
（注2） 56,979 - -

資金の預り 資金の預り
（注5） 107,505 預り金 56,726

子会社 丸紅米国会社 所有
直接100%

商品の輸入及び
外国間取引等

商品の輸入及び
外国間取引等

（注1）
115,339

買掛金 15,977

未払金 725

その他 1,225

債務保証 債務保証
（注2） 299,094 - -

資金の借入

資金の借入
（注4） 235,603

- -
資金の返済

（注4） 235,603

子会社 丸紅アセアン会社 所有
直接100% 債務保証 債務保証

（注2） 53,640 - -

子会社 丸紅オーストラリア会
社

所有
直接100% 資金の借入

資金の借入
（注4） 1,544,956

短期借入金 62,490
資金の返済

（注4） 1,525,863

＜関連当事者との取引に関する注記＞

子会社及び関連会社等
（単位：百万円）
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個別注記表

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）価格その他の取引条件は、市場の実勢価格等を勘案して交渉のうえで決定しております。
（注2）銀行借入金等に係る債務保証を行っており、保証料は被保証先の信用力等を勘案して決定しております。
（注3）資金の貸付に係る金利条件については、市場金利を勘案して決定しております。また、資金の貸付に関して、担保は

受け入れておりません。
（注4）資金の借入に係る金利条件については、市場金利を勘案して決定しております。
（注5）資金の預りに係る金利条件については、市場金利を勘案して決定しております。また、資金の預りの取引金額は期中

の平均残高を記載しております。
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個別注記表

分子項目（百万円）

純資産合計 1,070,684

純資産合計から控除する金額

新株予約権 525

普通株式に係る純資産合計 1,070,159

分母項目（株）

期末普通株式数 1,658,783,369

分子項目（百万円）

当期純利益 387,263

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の計算に使用する利益調整額 -

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の計算に使用する当期純利益 387,263

分母項目（株）

1株当たり当期純利益の計算に使用する普通株式の期中平均株式数 1,661,328,071

潜在株式調整数

新株予約権に係る調整 902,644

時価総額条件型譲渡制限付株式に係る調整 561,913

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の計算に使用する普通株式の期中平均株式数 1,662,792,628

＜1株当たり情報に関する注記＞

1. 1株当たり純資産 645円15銭

1株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2. 1株当たり当期純利益 233円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 232円90銭

1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のと
おりであります。

＜重要な後発事象に関する注記＞

重要な後発事象については、連結注記表における＜重要な後発事象に関する注記＞に記載のとおり
であります。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡邉　　正
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高木　健治
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三ッ木最文

独立監査人の監査報告書
2025年5月15日

丸紅株式会社
取締役会 御中

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、丸紅株式会社の2024年4月1日から2025年3月
31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結
持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国
際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、丸紅株式会社及び連結子会社
からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計
基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これ
には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査報告
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準
で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国
際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連
する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　　上
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会計監査人の監査報告書

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡邉　　正
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高木　健治
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三ッ木最文

独立監査人の監査報告書
2025年５月15日

丸紅株式会社
取締役会 御中

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、丸紅株式会社の2024年４月１日から
2025年３月31日までの第101期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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会計監査人の監査報告書

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上
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丸紅株式会社 監査役会
常勤監査役 安藤　孝夫 ㊞
常勤監査役 木田　俊昭 ㊞
社外監査役 米田　　壯 ㊞
社外監査役 小田原加奈 ㊞
社外監査役 宮崎　裕子 ㊞

監　査　報　告　書

　当監査役会は､2024年4月1日から2025年3月31日までの第101期事業年度における取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとお
り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、計画及び業務分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、計画及び業務分担等に従い、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め
るとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して
業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財
政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年5月16日
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